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１ 神奈川県手数料条例（平成12年神奈川県条例第２号）新旧対照表 

改    正 現    行 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

１～３ （略） １～３ （略） 

４ 環境農政局関係 ４ 環境農政局関係 

 
手数料徴収に係る事務 

手数料  

の名称 
金額   手数料徴収に係る事務 

手数料  

の名称 
金額 

 

１～38 （略）     １～38 （略）    

39 家畜改良増殖法第

16条第２項の規定に

基づく家畜人工授精

に関する講習会の開

催 

家畜人工

授精に関

する講習

手数料 

⑴ 家畜人工授

精講習会 家

畜１種類につ

き 

２万7,600円 

  39 家畜改良増殖法第

16条第２項の規定に

基づく家畜人工授精

に関する講習会の開

催 

家畜人工

授精に関

する講習

手数料 

⑴ 家畜人工授

精講習会 家

畜１種類につ

き 

２万3,000円 

 

 ⑵ 家畜体内受

精卵移植講習

会 家畜１種

類につき 

３万円 

  ⑵ 家畜体内受

精卵移植講習

会 家畜１種

類につき 

２万5,000円 

 

 ⑶ 家畜体外受

精卵移植講習

会 家畜１種

類につき 

7,000円 

  ⑶ 家畜体外受

精卵移植講習

会 家畜１種

類につき 

5,900円 

 

 40～44の４ （略）     40～44の４ （略）    

 45 家畜伝染病予防法

（昭和26年法律第166

号）第４条の２第５

項、第５条第１項又

は第31条第１項の規

定に基づく家畜の検

査（同法第５条第１

項の規定に基づく家

畜の検査にあって

は、監視伝染病の発

生を予防するための

ものに限る。） 

家畜検査

手数料 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 鶏、七面

鳥、あひる、う

ずら 

30円 

⑷ 蜜蜂 １蜂

群につき 

70円 

  45 家畜伝染病予防法

（昭和26年法律第166

号）第４条の２第５

項、第５条第１項又

は第31条第１項の規

定に基づく家畜の検

査（同法第５条第１

項の規定に基づく家

畜の検査にあって

は、監視伝染病の発

生を予防するための

ものに限る。） 

家畜検査

手数料 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 鶏、七面

鳥、あひる、う

ずら 

20円 

⑷ 蜜蜂 １蜂

群につき 

60円 

 

 

 46 （略）     46 （略）    

 47 家畜伝染病予防法

第６条第１項又は第

31条第１項の規定に

基づく家畜の注射又

は薬浴 

家畜注射

又は家畜

薬浴の手

数料 

⑴ 予防注射   47 家畜伝染病予防法

第６条第１項又は第

31条第１項の規定に

基づく家畜の注射又

は薬浴 

家畜注射

又は家畜

薬浴の手

数料 

⑴ 予防注射  

 ア～ウ  

（略） 

 ア～ウ 

（略） 

エ ニューカ

ッスル病 

エ ニューカ

ッスル病 

20円 18円 

（生ウイル

ス予防液を

使用する場

合にあって

は、10円） 

  （生ウイル

ス予防液を

使用する場

合にあって

は、８円） 

 オ （略） オ （略） 

⑵・⑶ （略） ⑵・⑶ （略） 

 48～91の30 （略）     48～91の30 （略）    
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改    正 現    行 

 92 削除  92 肥料、飼料又はこ

れらに関係あるもの

の依頼分析又は鑑定 

肥飼料等

分析（鑑

定）手数

料 

⑴ 定量分析

ア 窒素

2,780円

イ りん酸

（りんを含

む。）

2,910円 

ウ 加里

2,530円

エ 石灰

（カルシ

ウムを含

む。） 

2,400円 

オ 苦土

2,810円

カ けい酸

2,200円

キ マンガ

ン

2,800円 

ク ほう素

3,640円

ケ 鉄

4,620円

コ カドミ

ウム

6,450円 

サ 銅

5,960円

シ 亜鉛

5,960円

ス 鉛

5,960円

セ 水銀

6,090円

ソ ニッケ

ル

5,930円 

タ クロム

5,930円

チ 砒
ひ

素

5,630円 

ツ 有機炭

素

4,920円 

テ アルカ

リ分

2,340円 

ト 粗たん
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改    正 現    行 

白質 

2,770円 

ナ 粗脂肪

2,820円

ニ 粗繊維

4,200円

ヌ 粗灰分

1,260円

ネ 水分

880円 

ノ その他

１成分に

つき

2,470円 

⑵ 定性分析

１成分につ

き

730円 

 93～100 （略）  93～100 （略） 

５～11 （略） ５～11 （略） 
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２ 神奈川県漁港管理条例（昭和44年神奈川県条例第44号）新旧対照表 

新 旧 

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理） 

第18条 次の表の左欄に掲げる甲種漁港施設（以下

「指定管理施設」という。）の管理に関する業務の

うち、同表の右欄に掲げる業務（以下「指定管理業

務」という。）は、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第244条の２第３項の規定により、知事が指定

するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせ

るものとする。 

第18条 次の表の左欄に掲げる甲種漁港施設（以下

「指定管理施設」という。）の管理に関する業務の

うち、同表の右欄に掲げる業務（以下「指定管理業

務」という。）は、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第244条の２第３項の規定により、知事が指定

するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせ

るものとする。 

甲種漁港施設 業務 甲種漁港施設 業務 

（削除）  本港特別泊地 施設の維持管理及び巡視に関する業

務並びに施設内の船舟の航行の誘導

に関する業務その他の施設の利用に

関する業務 

 

（略）  （略） 

（削除）  本港環境整備

施設 

施設の維持管理及び施設を利用する

者に対する誘導に関する業務その他

の施設の利用に関する業務 

 

（略）  （略） 

（利用時間） 

第24条 削除 第24条 次条第１項第１号及び第２号に掲げる甲種

漁港施設の利用時間は、指定管理者が知事の承認を

得て定める。 

（利用料金の納付） （利用料金の納付） 

第25条 第12条第１項の規定にかかわらず、宮川環境

整備施設（駐車場に限る。）を利用しようとする者

は、当該甲種漁港施設の利用に係る料金（以下「利

用料金」という。）を指定管理者に納付しなければ

ならない。 

第25条 第12条第１項の規定にかかわらず、次に掲げ

る甲種漁港施設を利用しようとする者は、当該甲種

漁港施設の利用に係る料金（以下「利用料金」とい

う。）を指定管理者に納付しなければならない。 

（削除） (１) 本港特別泊地

（削除） (２) 本港環境整備施設（駐車場に限る。）

（削除） (３) 宮川環境整備施設（駐車場に限る。）

２・３ （略） ２・３ （略） 

（利用料金の不還付） （利用料金の不還付） 

第27条 既に納付された利用料金は、還付しない。た

だし、指定管理者が、災害その他宮川環境整備施設

（駐車場に限る。）を利用しようとする者の責めに

帰することができない理由によつて当該甲種漁港

施設を利用することができないと認めたときは、こ

の限りでない。 

第27条 既に納付された利用料金は、還付しない。た

だし、指定管理者が、災害その他第25条第１項各号

に掲げる甲種漁港施設を利用しようとする者の責

めに帰することができない理由によつて当該甲種

漁港施設を利用することができないと認めたとき

は、この限りでない。 

別表第４（第25条関係） 別表第４（第25条関係） 

施設利用料金の上限額 施設利用料金の上限額 
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新 旧 

（削除）  
停係泊

料 

本港

特別

泊地 

長さが６

メートル

以下のヨ

ット又は

ボート 

１そう１回 1,100円 

 長さが６

メートル

を超える

ヨット又

はボート 

１そう１回 1,100円に

６メートルを超える長さ

１メートルまでごとに

500円を加算した額 

駐車料 

宮川環境整備

施設区域の駐

車場 

１台１日につき 520円。

ただし、日曜日、土曜日

及び国民の祝日に関する

法律（昭和23年法律第178

号）に規定する休日にあ

つては、1,040円とする。 

駐車料 

本港環境整備施

設区域の駐車場 

１台１時間につき 210

円 

宮川環境整備施

設区域の駐車場 

１台１日につき 520円。

ただし、日曜日、土曜日

及び国民の祝日に関する

法律（昭和23年法律第178

号）に規定する休日にあ

つては、1,040円とする。 

 

（削除） 
備考 １ １回とは、一の利用日における継続的な

利用をいう。 

備考 この表中１日に満たない場合又は１日に端

数が生じた場合は、その満たない数又は端数を

１日とみなして算定する。 

２ この表中１時間又は１日に満たない場

合又はそれらに端数が生じた場合は、それ

ぞれの満たない数又は端数を１時間又は

１日とみなして算定する。 
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